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環境反則金に関する命令（2012:259）の改正に関する命令 
 
2016年8月18日発令 
 
政府は環境反則金に関する命令（2012:259）に２つの新たな条項、第2章第4

条及び第5条を導入し、また第2章第4条のうえに、下記の新たな見出しを導入す

ることを規定する。 

 

第2章 

遺伝資源の取得の機会に関するＥＵ規則 

第4条 本命令の示すような遺伝資源若しくは伝統的な知識、又は環境法第8章
第5条第2段落の示すような伝統的な知識に関し、欧州連合内での遺伝資源の取

得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議

定書における利用者の遵守に関する措置についての、2014年4月16日付の欧州議

会及び理事会規則 (EU) No 511/2014の第7条2項により、申告書を期限内に提出

しないといった違反を犯した場合、5000クローナの環境反則金を支払わなけれ

ばならない。 
 
第5条 欧州連合規則 (EU) No 511/2014で示すような遺伝資源若しくは伝統的

な知識、又は環境法第8章5条第２段落中で示すような伝統的な知識についての、

コレクションの登録簿、利用者による遵守のモニタリング及び最良の実例に関

する、欧州議会及び理事会規則 (EU) No 511/2014の実施のための細則に関する

2015年10月13日付の委員会実施規則 (EU) No 2015/1866の第5条1項から第5条3
項により、申告書を期限内に提出しないことによる違反を犯した場合、5000ク
ローナの環境反則金を支払わなければならない。 

http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/16/160861.PDF
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本命令は2016年10月1日に発効する。 
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